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広報ざま【座間市のお知らせ】No.１０４６　　平成３０年（２０１８年）３月１日●4

　

平
成　

年
分
の
所
得
税
、
復

２９

興
特
別
所
得
税
、
贈
与
税
の
申

告
・
納
税
期
限
は
３
月　

日 
１５

（
木
）
、
個
人
事
業
者
の
消
費

税
お
よ
び
地
方
消
費
税
は
４
月

２
日
（
月
）
で
す
。

　

な
お
、
振
替
納
税
の
納
付
日

は
、
所
得
税
な
ど
が
４
月　

日
２０

（
金
）
、
個
人
事
業
者
の
消
費

税
な
ど
が
４
月　

日
（
水
）
で

２５

す
。
振
替
納
税
を
希
望
す
る
方

は
、
納
税
期
限
ま
で
に
、
大
和

税
務
署
（
大
和
市
中
央
５－

　
１４

－

　

）
へ
「
預
貯
金
口
座
振
替

２２
依
頼
書
兼
納
付
書
送
付
依
頼
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
先

ま
た
は
担
当
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ
先　

大
和
税
務

署　

1
０
４
６
（
２
６
２
）

９
４
１
１

申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告
書書書書書書書書書書書
ののののののののののの
郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵
送送送送送送送送送送送

　

確
定
申
告
書
な
ど
を
郵
送
す

る
方
は
、
封
筒
に
差
出
人
（
申

告
者
）
の
住
所
と
氏
名
を
明
記

し
、
郵
便
ま
た
は
信
書
便
で
〒

２
４
２－

８
５
６
７
大
和
市
中

央
５－

　

－

　

大
和
税
務
署
宛

１４

２２

て
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

税
務
署
の
受
付
印
が
必
要
な

場
合
は
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
な
ど
で

記
入
し
た
申
告
書
の
控
え
と
所

要
額
の
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用

封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

※
３
月　

日
（
木
）
ま
で
、
市

１５

役
所
５
階
５－

１
会
議
室
で
所

得
税
な
ど
の
確
定
申
告
書
の
提

出
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
（
相

談
不
可
）
。

　

①
〜
④
の
軽
自
動
車
税
は
、

毎
年
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者

に
課
税
し
ま
す
。
次
の
場
合
な

ど
は
、
３
月　

日
（
金
）
ま
で

３０

に
変
更
ま
た
は
廃
車
な
ど
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　●
 

３
月
中
に
市
外
へ
転
出
す
る
。

　●
 

譲
っ
た
ま
た
は
譲
り
受
け
た
。

　●
 

盗
ま
れ
た
ま
た
は
紛
失
中（
警

察
届
出
済
）
。

　●
 

処
分
車
両
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ

ー
ト
が
残
っ
て
い
る
。

　●
 

所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
。

①
原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５

㏄
以
下
）
、
小
型
特
殊
自
動
車

○
申
請
場
所　

市
役
所
２
階
市

民
税
課

○
申
請
方
法　

▽
廃
車
＝
ナ
ン

バ
ー
プ
レ
ー
ト
、
標
識
交
付

証
明
書
、
印
を
持
参
▽
譲
渡

（
市
内
在
住
者
同
士
の
名
義

変
更
）＝
標
識
交
付
証
明
書
、

新
所
有
者
の
印
、
旧
所
有
者

か
ら
の
譲
渡
証
明
書
を
持
参

②
二
輪
の
軽
自
動
車
（
１
２
６

〜
２
５
０
㏄
）

○
申
請
場
所　

軽
自
動
車
協
会

相
模
支
所
（
愛
甲
郡
愛
川
町

中
津
字
桜
台
４
０
７
１－

　

）
３３

1
０
５
０
（
５
５
４
０
）
２

０
３
７

③
二
輪
の
小
型
自
動
車
（
２
５

１
㏄
以
上
）

○
申
請
場
所　

神
奈
川
運
輸
支

局
相
模
自
動
車
検
査
登
録
事

務
所
（
愛
甲
郡
愛
川
町
中
津

字
桜
台
７
１
８
１
）
1
０
５

０
（
５
５
４
０
）
２
０
３
７

④
三
・
四
輪
の
軽
自
動
車
（
６

６
０
㏄
以
下
の
貨
物
・
乗
用
車
）

○
申
請
場
所　

軽
自
動
車
検
査

協
会
神
奈
川
事
務
所
相
模
支

所
（
愛
甲
郡
愛
川
町
中
津
字

桜
台
４
０
７
１－

５
）
1
０

５
０（
３
８
１
６
）３
１
２
０

※
②
〜
④
の
申
請
方
法
は
、
申

請
場
所
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

職
場
の
健
康
保
険
加
入
者
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
、

生
活
保
護
受
給
者
、
在
留
期
間

３
カ
月
以
下
の
外
国
籍
の
方
な

ど
を
除
く
、
全
て
の
方
は
国
民

健
康
保
険
の
加
入
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

加
入
の
必
要
が
な
い
方
を
除

き
、
市
内
在
住
の
国
民
健
康
保

険
未
加
入
者
は
、
職
場
の
健
康

保
険
資
格
喪
失
証
明
書
や
退
職

証
明
書
な
ど
を
市
役
所
１
階
国

保
年
金
課
へ
持
参
し
、
加
入
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
加
入

者
が
、
職
場
の
健
康
保
険
な
ど

に
加
入
し
た
場
合
は
、
新
し
い

被
保
険
者
証
を
持
参
し
、
脱
退

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
日
は
、

加
入
届
出
日
で
は
な
く
、
加
入

要
件
を
満
た
し
た
日
に
な
る
た

め
、
手
続
き
が
遅
れ
る
と
加
入

日
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
国
民
健

康
保
険
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

座
間
市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
で
は
、
非
営
利
で
市
民

活
動
を
行
う
団
体
な
ど
を
支
援

し
て
い
ま
す
。

　

４
月　

日
（
金
）
午
後
３
時

２７

ま
で
に
同
セ
ン
タ
ー
へ
登
録
す

る
と
、
平
成　

年
度
の
サ
ー
ク

３０

ル
・
団
体
情
報
誌
「
ざ
ま
っ
と

ガ
イ
ド
」
に
情
報
掲
載
が
で
き

ま
す
。

　

な
お
、
現
在
登
録
中
の
団
体

も
更
新
が
必
要
で
す
。

○
登
録
方
法　

ざ
ま
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
プ
ラ
ザ
（
ふ
れ
あ
い
会

館
）
１
階　

座
間
市
民
活
動

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
な
ど
で

配
布
す
る
登
録
申
請
書
に
必

要
事
項
を
明
記
し
、
直
接
問

い
合
わ
せ
先
へ

○
更
新
方
法　

郵
送
な
ど
で
お

渡
し
し
た
更
新
申
請
書
に
必

要
事
項
を
明
記
し
、
直
接
問

い
合
わ
せ
先
へ

○
問
い
合
わ
せ
先　

座
間
市
民

活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー　

1
０
４
６
（
２
５
５
）
０
２

０
１　

5
０
４
６（
２
５
５
）

３
２
４
３

国国
民民
健健
康康
保保
険険
のの
加加
入入
・・
脱脱
退退

担
当 

国
保
年
金
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）7
0
0
3

 

5
0
4
6（
2
5
2
）7
0
4
3

座座
間間
市市
民民
活活
動動

ササ
ポポ
ーー
トト
セセ
ンン
タタ
ーー
へへ
のの
登登
録録

担
当 

市
民
協
働
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）7
9
6
6

 

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0

所所
得得
税税
なな
どど
のの
申申
告告
・・
納納
税税
期期
限限
にに

ごご
注注
意意
をを

担
当 

市
民
税
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）8
8
3
3

 

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0

担
当 

市
民
税
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）8
0
0
4

 

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0

　市民の交流やボランテ
ィア活動を支援する目的
で、サニープレイス座間
（総合福祉センター）の
会議室などを貸し出して
います。
　利用には、事前申込が
必要です。詳しくは、問
い合わせ先または担当へ
お問い合わせください。
○利用方法　サニープレイス座間２階市社会福祉協議会で配布する利用
申込書（市ホームページからダウンロード可）に必要事項を明記し、
使用料を添えて直接同協議会へ（３カ月前から申込可）
　※前納された使用料は原則還付できません。

登録団体の使用料免除
　平成３０年度に社会福祉活動を行う登録団体は、利用内容によって
使用料が免除となる場合があります。
　団体の登録有効期間は、４月１日～翌年３月３１日となり、毎年度
登録が必要です。利用申請を行う１４日前をめどに申請してください。
○登録方法　サニープレイス座間２階市社会福祉協議会で配布する
団体登録申請書に必要事項を明記し、団体会則、構成員名簿、活
動報告書、収支報告書を添えて直接同協議会へ

○問い合わせ先　市社会福祉協議会　1０４６（２６６）１２９４　5０４６（２６６）２００９

担当 福祉長寿課
1０４６（２５２）８２４７　5０４６（２５２）８２３８

使用料（１時間当たり）
使用人数使用場所 午後５時

　～１０時
午前９時～
午後５時

２５０円２１０円約３０人
会議室

講習室

３７０円３１０円約５０人研修室

１，２６０円１，０５０円約１６０人多目的室
（全室）

６３０円５２０円約８０人多目的室
（２分の１室）
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いいささままメメーールル
　市では、市内で発生した地震情報、建
物火災、行方不明者、不審者、光化学ス
モッグ、イベント中止、その他の緊急情
報を電子メールで配信する「座間市緊急
情報いさまメール」を開設しています。
登録方法
　スマートフォン、携帯電話などでＵＲ
Ｌ（http://www.anshin-bousai.net/ 
zama/） を入力または右
図の二次元バーコードか
ら登録ができます。
　迷惑メール防止の設定
などをしていると受信で
きない場合があります。
詳しくは、担当へお問い合わせください。
※登録されたメールアドレスは、厳重に
管理し、緊急情報以外で電子メールを送
信することはありません。
○登録費用　無料
　※電子メールの受信に掛かる通信料お
よびインターネットの接続に伴う費用
は、各自の負担になります。
担当 危機管理課

1０４６（２５２）７３９５　5０４６（２５２）７７７３

軽
自
動
車
の
変
更
と
廃
車
な
ど
は

３
月

日
ま
で
に

30

軽
自
動
車
の
変
更
と
廃
車
な
ど
は

３
月

日
ま
で
に

30


